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（ 案）  

 
 

 

 

 

 

 

 

佐倉都市計画都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針の変更 

 

 

 

 都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のよ う に変更する 。 
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１ ． 都市計画の目標 

（ １ ） 本区域の基本理念 

本区域は、 佐倉市及び酒々井町の２ 市町から 構成さ れている 。  

【 佐倉市】  

佐倉市は千葉県北部の中央に位置し 、 東は酒々井町、 西は四街道市・ 八千代市、 南は千葉市・ 八

街市、 北は印旛沼を隔てて印西市に相対し ている 。  

地形は印旛沼に注ぐ 小河川沿いの谷津を中心と し た低湿地と 海抜 20～40ｍの丘陵性下総台地、

両者の間の傾斜地の三部に区分さ れ起伏に富んでいる 。  

中世の市内における 当地の拠点は臼井や大佐倉であったが、 慶長 15 年（ 1610） 、 徳川家重臣の

土井利勝が佐倉の領主と なり 、 翌年から 鹿島山の築城に着手し た。 こ の佐倉城と 城下町周辺一帯の

地を 佐倉と いう よ う になり 幕末ま で房総第一の城下町と し て栄えた。 その後明治６ 年（ 1873） に旧

城跡に歩兵第二連隊の営所がおかれて以来第二次世界大戦終了ま で連隊の町と し て繁栄し た。  

明治 22 年（ 1889） 、 町村制実施によ り 佐倉町と なり 、 昭和 12 年（ 1937） に内郷村と 合併し 、

昭和 29 年（ 1954） 佐倉町、 臼井町、 志津村、 根郷村、 和田村、 弥富村が合併し 佐倉市と し て市制

を施行し た。  

【 酒々井町】  

酒々井町は千葉県北部の中央に位置し 、 東は成田市、 西は佐倉市、 南は富里市・ 八街市、 北は印

旛沼を隔てて印西市に相対し ている 。  

地形は印旛沼に注ぐ 小河川沿いの谷津を中心と し た低湿地と 海抜 20～40ｍの丘陵性下総台地、

両者の間の傾斜地の三部に区分さ れ起伏に富んでいる 。  

戦国時代には、 下総の国を 統治し た千葉氏の居城・ 本佐倉城の城下町と し て栄えた。 その後、 江

戸時代には、 庶民信仰の拠点と なっ た成田山や芝山仁王尊への街道の宿場町と し て発展し た。  

明治 22 年（ 1889） の町村制実施によ り 酒々井町、 中川村、 墨村等 16 か村が合併し 酒々井町と

なっ た。  

 

本区域は首都圏整備法に基づく 近郊整備地帯であり 、 首都圏のほぼ 50ｋ ｍ圏に位置し 、 し かも

都心への通勤時間は１ 時間余り である こ と から 印旛郡市の中では、 最も 早い昭和 40 年代に年平均

７ ％と いう 人口急増期を迎えた。  

人口の増加と と も に、 交通網等の都市基盤施設も 整備さ れ、 次第に都市形態も 整い活力ある 都市

と し て発展し てき た。 現在は、 人口が減少傾向に転じ 、 高齢化が進展する 中で、 都市基盤施設の適

切な管理・ 長寿命化に努める と と も に、 ゆと り ある 居住環境の整備を図る など 、 都市と し ての活力

を維持し ていく こ と が必要である 。  

 

本区域は首都圏ある いは千葉県において以下の特性を有する 。  

①  良好な宅地提供地 

本区域は、 住宅地に適し た地形を持ち、 上下水道、 道路等の生活基盤施設が整備さ れ、 更に東

京への通勤可能圏にある こ と から も 良質な住環境の期待さ れる 住宅地と し て位置づけら れる 。  

②  周辺の大規模プロ ジェ ク ト の機能分担 
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本区域周辺には、 首都圏の重要な機能を担う 首都圏中央連絡自動車道の整備や成田空港周辺の地

域づく り に関する「 実施プラ ン」 に基づく 施策など が進めら れている が、 本区域と 周辺プロ ジェ ク

ト を含む広域的な生活圏の中で多様な都市的機能を 実現し 、相互に利用し 合う 形で、圏域全体と し

て魅力のある 都市圏を構成し ていく 必要がある 。  

③  近郊レ ク リ エーショ ン地区かつ残さ れた緑地帯 

本区域は、 都心よ り 30～50kｍ圏に位置し ており 、 首都圏の身近で貴重なレ ク リ エーショ ン地

区と し て親し ま れている 。  

ま た、 近郊整備地帯の外延部の緑地帯と し て機能し ている 。  

④  歴史と 文化のま ち  

本区域には、 城下町や宿場が形成さ れ、 江戸時代後期には藩校である 成徳書院が拡充さ れ、 蘭

医学塾兼診療所の順天堂が開かれた。 蘭学・ 洋学の奨励、 種痘の実施等、 文化の先進性を誇る 歴

史があり 、 新開発地や新興の住宅都市では得る こ と のでき ない歴史や伝統、 それから 作ら れる 風

土や文化と いったも のを持っている 。   

こ のよ う な地域の特性を生かすこ と によ り 、 古い歴史と 豊かな自然環境を育み、 住民一人ひと

り が快適で豊かな生活を享受でき る よ う なま ちづく り をめざし 、文化の香り 高い都市を築く ため

に「 都市と 農村が共生する ま ち 佐倉」 （ 佐倉市） 及び「 人 自然 歴史 文化が調和し た 活力

あふれる ま ち 酒々井」 （ 酒々井町） を将来の都市像と し 、 都市づく り の目標を 以下のと おり と

する 。  

 

ア． 市街地の整備にあたっては、 道路、 上下水道、 公園等の根幹的な施設の充実を図り 、 街並み、 景

観及び都市防災等についても 配慮し ながら 良好な居住環境を創出する 。  

イ ． 文化教育施設、 福利厚生施設等公益施設の充実を 図り 、 住民の自発的な文化活動や福祉活動を支

え、 き め細かで心豊かな地域社会を 実現する 。  

ウ ． 印旛沼をはじ め、 森林や斜面緑地等の豊かな自然環境を極力保全する と と も に、 レ ク リ エーショ

ン 空間の整備を 図り 、都市を 緑で包む豊かな水と 緑を 生かし た歴史的、文化的な都市景観創造を図

る 。  

エ．稲作、園芸及び畜産等の高生産性農業の振興や需要に即応し た生産体制の整備促進を図る ため、

農業生産基盤整備、 生産技術の改良、 農用地の利用増進・ 集積、 地力の増強対策等を 積極的に推

進し 、 都市近郊に位置する 立地条件を生かし た農業の安定的発展をめざす。  

オ． 首都圏と 成田空港を結ぶ東関東自動車道水戸線が通過する と いう 地理的条件を生かし 、 高付加

価値・ 技術集約型産業を積極的に誘致する 。  

 

以上の基本理念及び施策を 踏ま え、 佐倉市及び酒々井町の全域を 佐倉都市計画区域と し て整備、

開発及び保全の方針を定める 。  
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（ ２ ） 地域毎の市街地像 

本区域のう ち佐倉市においては、 既存のコ ミ ュ ニティ や地域特性など を考慮し 、 大き く ４ つ

の地域に区分する 。  

・ 志津地域 

手繰川よ り 西側に位置する 志津地域については、 志津駅、 ユーカリ が丘駅を 中心に、 商業・

業務施設など の都市機能の立地集積を図る こ と で、 生活の利便性の維持・ 向上を 目指す。 勝

田台駅周辺については、 八千代市が掲げる 勝田台駅周辺のま ちづく り ビジョ ンと 連携し たま

ちづく り を 進める 。ま た、都市の近く に形成さ れている 自然豊かな谷津・ 里山環境を保全し 、

自然と ふれあえる 拠点の整備を 進める 。 こ れら の取組を 通じ て、 都市周辺の緑を 保全し なが

ら 、 多様な生活様式を選択でき る にぎわいと 活力に満ちたま ちづく り を推進する 。  

  ・ 臼井・ 千代田地域 

手繰川と 鹿島川に挟ま れた臼井・ 千代田地域については、 京成臼井駅周辺を 中心に、 商業・

業務施設など の都市機能の立地集積を図る と と も に、 印旛沼をはじ めと する 豊かな自然環境

に親し むこ と ができ る 観光地と なる ために、 施設の整備やアク セス の向上に取り 組み、 市民

の憩いの拠点と なる 貴重な水辺環境と 整備さ れたま ちなみが共存する ま ちづく り を推進する 。 

  ・ 佐倉・ 根郷地域 

鹿島川よ り 東側に位置する 佐倉・ 根郷地域については、 京成佐倉駅周辺及び佐倉駅周辺を

本区域の玄関口と し て位置づけ、 商業・ 業務施設など の都市機能の立地集積を図る 。  

ま た、 京成佐倉駅南側に位置する 旧成田街道沿いの商業地を中心に、 地域に点在する 歴史

文化資産をネッ ト ワ ーク 化する こ と で、 市内外から の来訪者の増加を 図る と と も に、 本地域

南部に位置する 工業団地（ 佐倉第一、 佐倉第二、 佐倉第三、 熊野堂工業団地） においては、

イ ンタ ーチェ ンジと の近接性を生かし ながら 、 生産拠点と し ての充実を図る 。 こ れら の取組

を 通じ て、 歴史・ 文化・ 産業の核と し て佐倉市の玄関口と なる ま ちづく り を 推進する 。  

  ・ 和田・ 弥富地域 

佐倉市南部に位置する 和田・ 弥富地域については、 豊かな自然環境を 保全し 、 こ れを 都市

部と の交流に活用し て交流人口や関係人口の増加を 図る と と も に既存の地域コ ミ ュ ニティ を

維持・ 活性化する ため、 農業振興、 交通利便性、 地域活性化など 、 複合的な視点での土地利

用を検討する 。 ま た、 東関東道水戸線の佐倉イ ンタ ーチェ ンジを 中心と し たエリ アにおいて

は、 交通利便性を生かし 、 新たな産業用地の確保と 企業立地の誘導を 図る   。 国道 51 号の沿

道においては、 流通業務機能や沿道施設、 観光振興施設など のほか、 広域連携道路と し てふ

さ わし い土地利用を誘導する 。 こ れら の取組を通じ て、 豊かな自然を生かし 、 人々の交流が

広がる ま ちづく り を推進する 。  
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ま た、 酒々井町においては、 既存のコ ミ ュ ニティ や都市基盤の整備状況によ り 、 ５ つの地域

に区分する 。  

・ 中川、 上岩橋地域 

京成酒々井駅周辺及び地域西部の水田地帯から なる 本地域については、 酒々井町域の玄関

口である 京成酒々井駅を 中心と し た賑わいの創出を図る と と も に、 印旛沼中央低地排水路周

辺に広がる 田園環境の管理・ 保全を 推進し 、 市街地と 自然環境が調和し た、 活力と 潤いのあ

る ま ちづく り を推進する 。  

・ 中央台、 東酒々井、 ふじ き 野地域 

酒々井駅を中心と し た中央台、 東酒々井等から なる 本地域については、 本町の中心拠点に

ふさ わし い都市機能の集積によ る 賑わいと 、 誰も が安全・ 安心で安ら ぎを感じ る 住環境が共

生する 、 魅力と 活力があふれる ま ちづく り を推進する 。  

  ・ 下台、 酒々井、 上本佐倉、 上本佐倉一丁目、 本佐倉地域 

国道 51 号以西の市街地及び国道 51 号と 国道 296 号の交差点周辺の本地域については、旧

酒々井宿の面影を 残す旧成田街道沿いのま ちなみや本佐倉城跡など の歴史・ 文化資源を活用

し つつ、幹線道路沿道を中心と し た生活利便施設の適正な立地を促進し 、周辺の豊かな田園・

自然環境と 調和し た住みよ いま ちづく り を 推進する 。  

  ・ 柏木、 下岩橋、 伊篠、 伊篠新田、 篠山新田、 今倉新田地域 

宗吾参道駅周辺や伊篠・ 伊篠新田地区等から なる 本地域については、 宗吾参道駅周辺の昔

ながら の趣き と 周辺の豊かな自然環境と の調和を図り ながら 、 駅に近接する 立地ポテンシャ

ルを 生かし た新たな土地利用を促進する など 、 多様な主体の協働によ り 活力を 育んでいく ま

ちづく り を 推進する 。  

  ・ 馬橋、 墨、 尾上、 飯積地域 

国道 296 号の南側を中心と する 本地域については、 郊外の伝統ある 集落地や豊かな自然環

境と の調和を図り ながら 、 産業拠点における 複合型産業地の形成を 契機と し た交流人口の拡

大、 既存工業団地及び駅周辺における 都市機能の集積を推進し 、 酒々井町域の新たな活力を

生み出す交流のま ちづく り を 推進する 。  
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２ ． 主要な都市計画の決定の方針 

（ １ ） 都市づく り の基本方針 

① 人口減少に対応し たコ ンパク ト で効率的な都市構造への転換に関する 方針 

本区域では、京成佐倉駅等の鉄道駅周辺に市街地が形成さ れており 、市街化区域においては、

各駅と も 駅徒歩圏に商業施設や集合住宅の立地が見ら れる 。 今後も 公共公益施設等の生活利便

施設の駅周辺への誘導・ 集積を図る と と も に、 地区の拠点間や拠点と 居住地を結ぶ公共交通ネ

ッ ト ワ ーク の維持・ 向上を図る こ と によ り 、 歩いて暮ら せる ・ 歩いて楽し いま ちづく り を推進

する 。  

ま た、 少子高齢社会の進展に備え、 道路や建築物など の生活イ ンフ ラ のバリ アフ リ ー化や、

公共交通ネッ ト ワ ーク の維持・ 向上に努める と と も に、 地域の活力やにぎわい、 交流を生み出

す施設の維持・ 誘導によ り 生活に必要な都市機能が集約さ れたコ ンパク ト な市街地の形成を図

る 。  

 

② 社会イ ンフラ 等を 活用し た多様な産業の受け皿の創出によ る 地域振興に関する 方針 

成田空港と 県都千葉市と を 結ぶ広域幹線道路である 、東関東道水戸線佐倉イ ンタ ーチェ ンジ

及び酒々井イ ンタ ーチェ ンジ周辺、 主要幹線道路沿道については、 広域交通の拠点性を生かし

た新たな産業の受け皿の確保と 企業誘致等の産業振興につながる 土地利用を促進する 。  

鉄道駅周辺については、新たな業務・ 研究機能等の誘導によ り 地域拠点と し て地域の活性化

を図る 。  

 

③ 激甚化・ 頻発化する 自然災害への対応に関する 方針 

災害発生時の都市機能を確保する ため、都市基盤施設の耐震化及び危険箇所への必要な対策

を図る と と も に、 倒壊やそれに伴う 緊急輸送道路の閉塞等を 防止する ため、 建築物の耐震化を

促進する 。 ま た、 延焼拡大を 抑制する ため、 防火地域・ 準防火地域等における 防火規定に基づ

き 、建築物の不燃化を促進する 。さ ら に、都市火災発生時の延焼抑制機能を 高める ため、道路・

公園等の公共的な空間や樹林地、 農地等のオープンス ペース を確保し 、 災害時など における 市

街地の安全性の向上に努める 。 加えて、 液状化の危険性が高い地区においては、 液状化対策に

努める 。  

都市型水害の発生を抑制する ため、保水性や浸透性のある 自然的な土地利用の保全を図る と

と も に、 雨水排水施設の整備を進める 。 ま た、 土砂災害警戒区域の開発抑制など 都市環境の安

全性を高め、 災害に強いま ちづく り を推進する 。  

 

④ 自然的環境の保全と 質の高い生活環境の整備に関する 方針 

本区域に残る 田園や斜面緑地など の豊かな自然環境については、引き 続き 貴重な自然資源と

し て維持・ 保全を 図る と と も に、 グリ ーンイ ン フ ラ と し ての多様な機能を 積極的に活用する 。 

ま た、 交通渋滞や環境負荷を緩和する ため、 集約型都市構造の形成、 徒歩や自転車によ る ま

ちなか移動の促進、 自動車から 公共交通への利用転換を図る こ と によ り 、 脱炭素型の都市づく

り に取り 組む。  
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（ ２ ） 土地利用に関する 主要な都市計画の決定の方針 

本区域の市街地は、 京成佐倉駅、 佐倉駅、 京成臼井駅、 ユーカリ が丘駅、 志津駅、 勝田台

駅、 山万ユーカリ が丘線各駅、 京成酒々井駅、 酒々井駅及び宗吾参道駅の各駅周辺地域に配

置し ている 。 それぞれの市街地が調和のと れた発展を めざすと と も に、 地域間及び地域内を

交通網で結ぶこ と によ り 、 全体と し てま と ま り のある 市街地形成をめざす。  

ま た、 優良農地についてはその利用増進を 図り 、 すぐ れた樹林地は極力保全する こ と によ

り 、 本区域全体と し て秩序ある 土地利用を図る こ と を方針と する 。  

 

① 主要用途の配置の方針 

ａ ． 商業・ 業務地 

本区域の商業・ 業務地は、 京成佐倉駅、 佐倉駅、 京成臼井駅、 京成ユーカリ が丘駅、 京成

志津駅、 勝田台駅、 京成酒々井駅及び酒々井駅の各駅を中心に配置する 。  

こ れら の各駅周辺は、 地域の拠点と し て位置づけ、 商業の集積に加え、 公共公益施設等の

日常生活に必要な施設の誘導を図る 。ま た、高齢者等の生活様式に応じ てま ちなか居住を選

択する こ と が出来る よ う 中高層住宅についても 、周辺環境と の調和に配慮し ながら 誘導を図

る 。  

なお、 宗吾参道駅及び南酒々井駅は、 周辺住民の生活拠点と し て商業・ 業務機能の誘導

を 図る 。  

 

ｂ ． 工業地 

自然環境の保全及び農林業と の調和に留意し つつ都市の自立性を 高め、 地域の雇用拡大

にも つながる 、 高付加価値、 技術集約型企業の誘致を 促進する こ と と し 、 佐倉イ ンタ ーチェ

ンジ周辺の佐倉第一、 佐倉第二、 佐倉第三、 熊野堂工業団地は、 今後と も 工業地区と し て配

置し 、 機能拡張についても 検討する 。  

ま た、成田空港に近接する 立地性と 東関東道水戸線佐倉イ ンタ ーチェ ンジや酒々井イ ンタ

ーチェ ンジを生かし た生産、 流通、 研究開発、 娯楽、 文化創造等の複合的な機能の誘致を図

る 地区を 、 酒々井南部地域や佐倉・ 根郷地域、 和田・ 弥富地域等のイ ンタ ーチェ ンジ周辺に

配置する 。  

 

ｃ ． 住宅地 

既成市街地に存する 住宅地については、 今後と も 市街地環境の整備・ 改善に努める 。  

ま た、 駅周辺においては、 計画的な都市基盤整備によ り 、 都市構造の集約化や合理化を図

る 。 ま た、 その他の計画的に開発整備さ れた住宅地については、 良好な住宅地と し て地区計

画等の導入を検討する 中で居住環境の維持・ 増進を 図る こ と と し 、 佐倉地区、 根郷地区、 臼

井地区、 千代田地区、 志津地区、 酒々井地区及び下岩橋地区に住宅地を配置する 。  

 

② 市街地における 建築物の密度の構成に関する 方針 

ａ ． 商業・ 業務地 
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京成佐倉駅、 佐倉駅、 京成臼井駅、 ユーカリ が丘駅、 志津駅、 勝田台駅、 京成酒々井駅

及び酒々井駅の各駅周辺地区については、 本区域の中心的な拠点と なる 商業・ 業務地と し 、

高密度利用を図る 。  

 

ｂ ． 住宅地 

住宅地は、良好な居住環境の形成を図る ため、低層住宅地に相応し い低密度の土地利用を

基本と する が、 京成佐倉駅、 佐倉駅、 京成臼井駅、 ユーカリ が丘駅、 志津駅、 勝田台駅、 京

成酒々井駅及び酒々井駅周辺の商業・ 業務地に近接する 交通至便な一部の地区については、

周辺環境と の調和を図り ながら 中高層住宅地を配置する 。  

 

③ 市街地の土地利用の方針 

ア． 土地の高度利用に関する 方針 

  鉄道各駅周辺は各地域の拠点であり 、 商業・ 業務、 コ ミ ュ ニティ 機能の集積と 魅力ある

都市空間の形成を推進する と と も に、低未利用地の活用等の効率的な土地利用や交通結節点

と なる 駅前広場機能等の充実を図り 、持続可能な都市の形成を図る ため、市街地開発事業等

の導入について検討し 、 土地の高度利用を 図る 。  

イ ． 居住環境の改善又は維持に関する 方針 

市街地においては周辺の自然環境と 調和し た魅力ある 住宅地と し ての居住環境の整備が

課題であり 、 ま た今後の人口減少社会においては、 空き 家の増加も 懸念さ れる 。  

地域活動促進や空き 家対策等を通じ 、 既成市街地全体の活性化を図る と と も に、 市街地内の住

宅密集地については、 生活道路、 オープンスペース等の整備を図り 、 災害に強い安全な市街地の

形成を推進する。  

ま た、 計画的に開発整備さ れた住宅地については、地区計画等の活用によ り 良好な居住環

境の維持・ 増進を図る 。  

ウ ． 市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する 方針 

生産緑地、 特別緑地保全地区、 市街地の斜面地、 社寺林等、 市街化区域内の貴重な緑の保

全を図る 。 更に、 史跡、 文化遺産等と 一体と なる 緑地と し て佐倉城跡、 臼井城跡、 さ く ら 庭

園（ 旧堀田正倫庭園） 、 麻賀多神社等についても 保全を図る 。  

エ． 用途転換、 用途純化又は用途の複合化に関する 方針 

都市づく り の基本理念、地域毎の市街地像を踏ま え、社会情勢等の変化や都市基盤整備等

の進捗等に応じ て用途地域の見直し の検討を適宜行う も のと する 。  

 

④ 市街化調整区域の土地利用の方針 

ア． 優良な農地と の健全な調和に関する 方針 

圃場・ 農道・ 用排水等の整備がなさ れている 印旛沼沿岸及び小竹川、 手繰川、 鹿島川及

び高崎川周辺の水田、 ま た、 飯野地区等の畑は、 優良な集団農地であり 、 長期にわたり 農用

地と し て保存すべき 土地である ので、 今後と も 優良農地と し て整備保全を図る 。  

イ ． 災害防止の観点から 必要な市街化の抑制に関する 方針 

飯野地区、 和田地区、 弥富地区、 墨地区及び飯積地区に存する 斜面樹林地等は今後と も 保

全に努める 。  
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ま た、 急傾斜地などの土砂災害の恐れのある 区域については、土砂災害警戒区域及び特別

警戒区域の指定によ り 、 開発行為の制限等を図り 、 安全性を確保する 。  

ウ ． 自然的環境形成の観点から 必要な保全に関する 方針 

本区域においては、 現況の良好な緑地環境の保全を図り 、 併せて文化性・ 歴史性を織り 込

んだま ちづく り を推進する ため、都市の骨格を形成する 緑地と し て、印旛沼を 中心に形成さ

れた周辺緑地及び鹿島川、高崎川、手繰川等の河川を 中心にその両翼に開けた水田地帯等に

ついて保全する よ う 努める 。  

ま た、 区域内の景観を 特徴づける 斜面緑地については、印旛沼を含む水田地帯の風土景観

と 合わせ郷土のシンボルと し て位置づけ、特に鉄道や幹線道路及び河川よ り 眺望でき る 区域

は極力保全する よ う 努める 。  

加えて、すぐ れた自然の風景を 有する 土地と し て、印旛沼周辺の県立印旛手賀自然公園区

域に公園等を整備し 交流拠点・ 自然活用拠点と し て保全を図る 。  

エ． 秩序ある 都市的土地利用の実現に関する 方針 

既存集落の人口及び活力の維持を目的と し て、適切な土地利用の誘導のも と 、 自己居住用

住宅の整備や地域活性化に資する 産業立地の誘導によ り 集落規模の維持に努める 。  

東関東道水戸線のイ ンタ ーチェ ンジ周辺、 幹線道路沿線等のポテンシャ ルの高い地域や、

既存工業団地等に隣接し た区域においては、産業系の土地利用について適切な誘導を図る と

と も に、 娯楽、 文化創造等の複合的な機能の産業立地や、 新たな土地利用の可能性について

も 検討する 。  

鉄道各駅の周辺区域については、市街化調整区域における 地区計画制度等を 適用し 、駅へ

の近接性を生かし た都市的土地利用の整備を誘導する 。  

志津地域北部周辺については、成田空港の拡張に伴う 空港関連従業員の定住需要への対応

のため土地区画整理事業等によ り 新規に住宅地の整備を誘導する 。  

なお、 千葉広域都市計画圏で令和17年の人口フ レ ームの一部が保留さ れている 。  

ついては、計画的な市街地整備の見通し が明ら かになった地区については、保留さ れた人

口フ レ ームの範囲の中で、 農林漁業等と の必要な調整を図り つつ、 市街化区域に編入する 。 
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（ ３ ） 都市施設の整備に関する 主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ ． 基本方針 

ア． 交通体系の整備の方針 

本区域は印旛郡市の中央に位置し 、 鉄道交通と し てJR総武本線、 成田線及び京成電鉄

本線、道路交通と し て東関東道水戸線、国道51号や国道296号等の主要幹線道路が東西に

走り 成田空港と 東京・ 千葉方面と を 結ぶ中間地帯の役割を分担し ている と 同時に千葉や

東京への通勤・ 通学の交通を担っている 。  

本区域の交通を と り ま く 環境をみる と 、広域通過交通の増加と と も に産業規模及び自動

車保有台数の増加によ り 発生する 交通量の増加が見込ま れる 。 従って現在の交通体系で

は、 容量不足によ る 交通環境の悪化を来し 、 健全な都市生活、 円滑な都市活動を 確保す

る こ と が困難になっ ていく こ と が予想さ れる 。  

こ のよ う な交通問題を 解決し 、 将来の交通需要に対処する ため、 本区域の交通体系の整

備の基本方針を次のよ う に定める 。  

     ・ 幹線道路、 生活道路の整備を着実に推進する 。  

・ 公共交通の再編によ る 交通利便性の向上、 市街地間の連携強化に努める 。  

・ ユニバーサルデザイ ンへの対応に努める 。  

 

イ ． 整備水準の目標 

【 道 路】  

都市計画道路については、 現在、 市街地面積に対し 約1.8㎞／㎢（ 令和6年度末現在） が

整備済みであり 、 引き 続き 交通体系の整備の方針に基づき 、 地域の実情に応じ て効率的

に整備を進める 。  

 

【 鉄道、 バス 等】  

鉄道駅を 中心と し たコ ンパク ト な都市構造を支える ため、 市街化区域において、 約7割

が公共交通利便地域（ 平均30本／日・ 片道以上の駅・ バス 停を 中心と し た駅勢圏・ バス

停圏） と し て維持でき る よ う 公共交通の利便性の維持・ 向上を 図る 。  

 

【 駐車場】  

駐車場については、 既存駐車施設の有効利用を 図る と と も に、 駐車需要の高い商業・

業務地において整備する こ と を 目標と し 、 公共と 民間の適正な役割分担のも と 、 計画的

な整備に努める 。  

 

ｂ ． 主要な施設の配置の方針 

ア． 道 路 

本区域内の道路網は、 基本方針に基づき 、 上位計画によ る 広域道路網を 受け、 それら

と 整合を 図り 、 かつ有機的に結びついた地域道路網の整備を めざす。 特に県都千葉市と

成田空港と を 結ぶ大動脈である 国道51号の機能強化を図る と と も に、 都市間を広域的に

連絡する 道路や本区域内の各拠点を連絡する 道路について整備を進める 。  
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一方、 地域道路網の整備については、 各道路の役割や種別を明確にし 、 異種交通の分

離、 効率的な処理及び沿道環境対策等の実現に十分配慮し てその整備に努める 。  

なお、 道路網、 公共交通網の有機的な結合を図る ため、 駅前広場の整備に努める 。  

イ ． 鉄 道 

鉄道利用者の利便性の向上を図る ため、 鉄道の複線化や増便など 、 輸送力の増強につ

いて、 鉄道事業者に要請し ていく 。 ま た、 高齢者、 障害者等の移動の利便性や安全性の

向上を 図る ため、 鉄道駅及び駅周辺のバリ アフリ ー化を推進する 。  

ウ ． 駐車場 

・ 自動車駐車場 

本区域では、 従来、 駐車需要に対し て民間を中心に駐車場の整備が進めら れてき

たが、 車の利用頻度が高く なる につれて、 駐車施設の不足や運転者の交通マナーの

問題も 相ま って、 駅周辺では路上駐車の問題が発生し ている 。 こ のよ う な課題に対

処する ため、 駅周辺の商業・ 業務地等駐車需要の高い地区については、 既存民間有

料駐車場を 主体に駐車場の整備を図る 。  

・ 自転車駐車場 

各駐車場の駐車事情や利用ニーズを踏ま えた自転車駐車場の再配置を 含めた整備

を 行い、 歩行者空間の確保と 良好な都市環境の保全を図る 。  

 

ｃ  主要な施設の整備目標 

おおむね10年以内に整備を 予定する 施設等は、 次のと おり と する 。  

（ 注） おおむね10年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むも のと する 。

主要な施設 名 称 等 

道 路 ・ 広域的連絡機能強化 

 都市計画道路３ ・ ４ ・ ５ 号井野酒々井線 

都市計画道路３ ・ ４ ・ １ ８ 号上志津青菅線 

都市計画道路３ ・ ４ ・ ２ ０ 号岩富海隣寺線 

・ 市内各拠点の連絡強化 

都市計画道路３ ・ ４ ・ ６ 号上座青菅線 

都市計画道路３ ・ ４ ・ ８ 号寺崎萩山線 

 都市計画道路３ ・ ５ ・ ２ ７ 号尾上飯積線 

 都市計画道路３ ・ ４ ・ ２ ９ 号岩富寺崎線 
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② 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ ． 基本方針 

ア． 下水道及び河川の整備の方針 

【 下水道】  

本区域は、本区域及び周辺の市町村にと っ ても 貴重な水源と し ての役割を果たし てい

る 印旛沼を 有し ている 。  

印旛沼は、昭和30年代後半から の周辺の宅地開発等によ り 水質の汚濁が進んだ。その

水質の回復と 保全のため、 湖沼水質保全特別措置法に基づく 湖沼水質保全計画や、 関係

機関の協力によ り 印旛沼の水質の改善に努めている 。  

こ のよ う な背景から 、本区域では昭和50年代から 本格的に下水道施設の整備が積極的

に推進さ れ、 普及率は高い水準に達し たが、 早期に整備さ れた下水道施設は、 更新時期

を迎えよ う と し ている 状況である 。  

今後は、印旛沼流域関連公共下水道事業計画と し て定めら れた区域の整備を継続し て

いく と と も に老朽化し た施設の更新を積極的に推進し ていく こ と で、既成市街地の住環

境の保全に努めていく も のと する 。  

ま た、下水道雨水施設の整備を計画的に進める と と も に、関係機関と 連携し て流域の

雨水流出抑制対策の推進を図り 、 都市生活の安全を確保し ていく も のと する 。  

【 河 川】  

本区域の河川は、 一級河川の西印旛沼、 鹿島川、 高崎川、 手繰川、 小竹川、 勝田川及

び準用河川と し て南部川ほか５ 河川がある 。 各河川と も 、本区域の雨水排水及び生態系

等に重要な役割を果し ており 、 治水安全度の確保、 生物の生息・ 生育・ 繁殖環境及び多

様な河川環境の保全・ 創出する 多自然川づく り を 進める と と も に、流域のま ちづく り と

連携し ながら 、 河川空間の適切かつ積極的な活用を推進する 。  

ま た、市街地の整備にあたっ ては、水循環に配慮し た総合的な治水対策を 講じ 基本方

針と する と と も に、 樹林地や農地の保全等によ り 、 それら が持つ多様な機能を活かし 、

流域が本来有し ている 保水・ 遊水機能の確保に努める 。  

更に、 新市街地の整備にあたっ ては、 地区の有する 従来の保水・ 遊水機能に配慮し 、

雨水貯留浸透施設の配置など の流出抑制策を講じ 、 河川に対する 流出量の軽減や平常時

の河川の水量確保に努める 。  

イ ． 整備水準の目標 

【 下水道】  

目標年次の令和17年度には、 「 千葉県全県域汚水適正処理構想」 に基づき 、 公共下水

道によ る 集合処理と 定めた区域について、 公共下水道によ る 汚水処理を可能と する 。  

ま た、 その後は、 施設の効率的な改築・ 更新や管理運営によ り 、 持続可能な汚水処理

の運営を行う 。  

【 河 川】  

本区域の河川の整備水準は、 河川ごと に定めら れる 計画規模に基づく も のと する 。  

 

ｂ ． 主要な施設の配置の方針 

ア． 下水道 
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本区域の下水道は分流式と し 、印旛沼流域関連公共下水道と し て市街化区域に隣接す

る 既存集落を 千葉県全県域汚水適正処理構想によ り 「 集合処理」 と 定めた区域について

整備する も のと する 。  

ま た、雨水整備については、 印旛沼流域関連公共下水道事業計画において重点地区と

定めた地区を 重点的に整備する も のと する 。  

イ ． 河 川 

整備水準の目標を達成する ために、 一級河川の西印旛沼、 鹿島川、 高崎川の河川改修

を 進める 。ま た、 準用河川の上小竹川の整備で進めら れている 河川改修事業の促進をす

る 。  

なお、 新市街地の整備にあたっ ては、 地区の有する 従来の保水・ 遊水機能に配慮し 、

雨水貯留浸透施設の設置など の流出抑制策を講じ 、河川に対する 流出量の軽減や流水の

正常な機能の維持に努める 。  

ま た、 西印旛沼等において、 流域の景観、 歴史、 文化及び観光と いっ た資源等を 活か

し 、 ま ちづく り と 連携し た河川の整備・ 利用（ かわま ちづく り ） を 推進する 。  

ｃ ． 主要な施設の整備目標 

おおむね10年以内に整備を 予定する 施設等は、 次のと おり と する 。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 注） おおむね10年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むも のと する 。  

 

都市施設 名称等 

 
 

下水道 

・ 印旛沼流域関連公共下水道 

汚水管き ょ  

市街化調整区域既存集落等 

 

雨水管き ょ  

手繰川第１ 排水区（ 上志津地区）  

 
河川 

・ 一級河川 西印旛沼 

・ 一級河川 鹿島川 

・ 一級河川 高崎川 

・ 準用河川 上小竹川 
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③ その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

ａ ． 基本方針 

本区域の都市の将来像を実現する ため、 既成市街地、市街化進行地域及び新市街地の

人口動態に対応し 、 かつ、 長期的展望に立ち、 それぞれの施設について整備を 図る 。  

 

ｂ ． 主要な施設の配置の方針 

ア． ごみ処理場 

ごみ処理については、 資源の有限性と 効率的処理の観点から 、 ごみの減量化及び再資

源化を推進し ながら 、 既設の処理施設の整備、 更新等を 図る 。  

イ ． 火葬場 

火葬場については、 既設の処理施設の基幹整備を実施し 、 充実を 図る 。  

ウ ． 汚物処理施設 

汚物処理施設については、 既設の処理施設の基幹整備を実施し 、 充実を図る 。  
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（ ４ ） 市街地開発事業に関する 主要な都市計画の決定の方針 

① 主要な市街地開発事業の決定の方針 

ア． 京成志津駅北口駅前地区 

本地区は、 佐倉市西部の京成志津駅の北側に位置し 、 都市再生整備計画に基づく 都市基

盤整備事業が実施さ れた。  

今後については、公共公益施設の集約化や、駅と 周辺施設等を結ぶ歩車道の整備等を通

じ て、 地区中心商業地と し て活気ある 拠点の形成を 促進する 。  

 

イ ． 江原台第二地区 

   本地区は、京成臼井駅の北東部に位置する 市街化区域内に残る 山林であり 、組合施行に

よ る 土地区画整理事業が実施さ れている 。 道路、 公園等の公共施設の整備を 進め、 周辺市

街地と の調和を図り つつ、 良好な市街地形成を促進する 。  

 

ウ ． ユーカリ が丘駅北地区   

本地区は、 佐倉市西部の京成ユーカリ が丘駅の北側に位置し 、 駅周辺で都市計画道路と

国道の交差点部に接し た交通利便性の高い地区である が、 大部分が駐車場など の低未利用

地と なっ ており 、 土地の十分な利活用が図ら れていない状況にある 。 こ のため、 周辺の住

環境に配慮し ながら 、 区画道路等公共施設の拡充・ 再整備、 敷地の再編を通じ て、 都市機

能の増進と 快適で賑わいのある 都市空間の整備を促進する 。  

エ． 大作西地区 

本地区は、 佐倉市の南部の第三工業団地の西側に位置し 、 東関東道水戸線佐倉イ ンタ ー

チェ ンジや国道51号に近接し た交通利便性が高い地域である が、 一部市街化区域と 隣接す

る 市街化調整区域に山林が残っ ている 。 今後、 成田空港の新滑走路の整備によ り 需要の拡

大が見込ま れる こ と から 、 道路など の都市基盤整備を進めて周辺環境と の調和に配慮し た

産業拠点の形成を促進する 。  

② 市街地整備の目標 

おおむね10年以内に実施する 予定の事業は、 次のと おり と する 。  

事業名等 地 区 名 等 

土地区画整理事業 ・ 江原台第二地区 

開発行為 ・ ユーカリ が丘駅北地区 

開発行為 ・ 大作西地区 

（ 注） おおむね10年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むも のと する 。  
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（ ５ ） 自然的環境の整備又は保全に関する 都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

本区域は千葉県北部に位置し 、 下総台地の中央、 印旛沼の南方に展開する 台地と 低地によ

り 形成さ れている 。 台地は海抜20～40ｍの小丘陵であり 、 こ れを 分割する よ う に鹿島川、

高崎川及び手繰川が印旛沼に注ぎ、 河川の両翼に水田地帯が開けている 。  

佐倉市においては中近世から 城下町と し て栄えた歴史を有する こ と から 、佐倉城跡を 中心

にさ く ら 庭園（ 旧堀田正倫庭園）や武家屋敷等、市内に残さ れた歴史的な街並みを 保全する 。

ま た、 酒々井町においては、 本佐倉城跡や墨古沢遺跡等の歴史的意義の高い史跡が数多く 残

っている ため、 併せて保全する 。  

本区域の緑地について解析する と 、 区域の外郭を形成する 印旛沼、 地区の外郭を形成する

河川を 中心と する 水田地帯、 そし て市街地を適度に遮断し こ れを囲む斜面緑地と 、 南部地域

に広がる 樹林地の4つに分けら れ、 こ れら を相互に結ぶと 格子状型緑地帯と なり 、 都市公共

空地系統の骨格を形成し ている 。  

本区域においては、 佐倉市では自然環境と 人間活動のバラ ンス のと れた「 都市と 農村が共

生する ま ち 佐倉」を、酒々井町では「 自然 歴史 文化が調和し た 活力あふれる ま ち 酒々

井」 をめざし 、 格子状型緑地帯を基本型と し て、 本区域を特徴づける 雑木林の台地と 斜面緑

地、 印旛沼を含む水田地帯の風土景観を郷土のシンボルと し て位置づけ、 ま た、 歴史的資源

を有効に活用し ながら 調和のと れたま ちづく り を 行う ため、超長期的な視点に立って本区域

の実情と 緑地の機能を十分把握し 、 環境保全、 レ ク リ エーショ ン、 防災及び景観の観点から

系統的な緑地の配置計画を 行う も のと する 。  

 

・ 緑地の確保目標水準 

 

・ 都市公園等の施設と し て整備すべき 緑地の目標水準 

年  次 令和２ 年 令和17年 令和27年 

都市計画区域内人口 

一人当たり 目標水準 

 
約 29.1㎡/人 

 

約 33.0㎡/人 約 37.4㎡/人 

 

緑地確保目標水準 

（ 令和27年）  

将来市街地に 

対する 割合 

都市計画区域に 

対する 割合 

約 10.4％ 

（ 約 292ha）  

約 41.0％ 

（ 約 5,030ha）  
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② 主要な緑地の配置の方針 

本区域においては、 現況の良好な緑地環境の保全を 図り 併せて文化性、 歴史性を織り 込ん

だま ちづく り を進める ため、 以下の配置方針によ り 緑と オープンス ペース の保全、 整備を行

う も のと する 。  

ａ  環境保全系統 

ア． 都市の骨格を 形成する 緑地と し て、 印旛沼を 中心に形成さ れた周辺緑地及び鹿島川、

高崎川、 手繰川等の河川を中心にその両翼に開けた水田地帯を保全する 。  

イ ． 街区公園等の適正配置及び整備充実を図る と と も に、 史跡、 文化遺産と 一体と なる 緑

地と し て佐倉城跡、 臼井城跡、 本佐倉城跡、 さ く ら 庭園（ 旧堀田正倫庭園） 及び麻賀多

神社等を保全する 。  

ウ ． 環境改善に資する 緑地と し て市街化区域内の斜面緑地を保全する と と も に、 酒々井町

では印西市に面し た市街地西側の農用地地区及び経胤寺周辺等の樹林地の保全を 図る 。 

エ． 工業団地については、 斜面緑地を活用し ながら 緩衝緑地を 配置する 。  

オ． 東関東道水戸線沿いの主要箇所については、 修景を 考慮し た緩衝緑地帯を 配置する 。 

 

ｂ ． レ ク リ エーショ ン系統 

ア． 日常的なレ ク リ エーショ ンの場と なる 緑地と し て、 街区公園、 近隣公園、 地区公園等

の住区基幹公園の配置に努める 。  

イ ． 住民の健康の維持、 増進及び文化活動のかん養等に資する ため、 既存の総合公園2 か

所（ 佐倉市1か所、 酒々井町1か所） 、 運動公園1か所及び歴史公園2か所の他に、 新た

に佐倉市に1か所の大型公園、 酒々井町に1か所の歴史公園の整備を図る 。  

ウ ． 県立印旛手賀自然公園に含ま れる 印旛沼及び印旛沼周辺は風致にすぐ れ、 更に飯野地

区には、 草ぶえの丘及び野鳥の森等があり 、 住民のよ き 憩いの場と なっている 。 こ のよ

う に自然豊かなみど り の拠点と し て、 保全・ 活用を図る ため、 周辺レ ク リ エーショ ン施

設の整備充実を図る 。 ま た、 鹿島川、 高崎川及び手繰川の河川沿いにレ ク リ エーショ ン

エリ アと し てサイ ク リ ングロ ード 、ふる さ と の道等の整備を行い市街地と の有機的な連

結を 図る 。  

 

ｃ ． 防災系統 

ア． 各住区に避難場所と し て機能する 近隣公園等を 配置し 整備を 図る 。  

イ ． 水害及び土砂の崩壊や流出の防止に役立つ緑地と し て斜面緑地の保全に努める 。  

ウ ． 都市災害を 最小限に抑える ため、 市街地周辺の防火帯と なる 緑地を保全する と と も に、

避難場所の適正配置と 安全な避難路の連結を図り 、 都市防災の拠点づく り を進める 。  

 

ｄ ． 景観構成系統 

ア． 県立印旛手賀自然公園の保全を図る 。  

イ ．区域内の斜面緑地については、印旛沼を 含む水田地帯の風土景観と 合わせ郷土のシンボ

ルと し て位置づけ、 特に鉄道や幹線道路及び河川よ り 眺望でき る 区域は極力保全する 。 

ウ ． 市街地の中心に位置する 佐倉城跡は、 景観的価値が高いため保全整備する と と も に、 本

丸下の御三階堀周辺の区域については公園と し て整備を図る 。  

-90-



19 
 

エ．郷土的意義の高い場所である 本佐倉城跡、清光寺及び麻賀多神社等を始めと する 社寺林

等については、 郷土景観を構成する 緑地と し て保全を 図る 。  

 

ｅ ． その他 

系統別配置計画の方針を受け、 各系統間の相互関連を考慮し 、 総合的な緑地の配置計画

を行う 。 一方、 郷土色豊かな特色ある まちづく り を進める ために、 将来の都市の緑地と し

て格子状型緑地帯を想定し 、 現況緑地に望ま し い骨格と し ての位置づけを図り 、 自然的環

境と 公共空地系統の整備を総合的、 一体的に推進する 。  

 

③ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ ． 公園緑地等の施設緑地 

ア． 街区公園は、 街区内に居住する 者が容易に利用する こ と ができ る よ う に均等な配置を

目標と する 。ま た、区画整理事業や開発行為など の機会を活かし 、用地の確保に努める 。  

イ ． 近隣公園は、 近隣に居住する 者が容易に利用する こ と ができ る よ う に配置する こ と を

目標と する 。  

ウ ． 地区公園は、 地域の緑の核と なる 公園の確保を図り 、 併せて既設の地区公園の整備を

図る 。  

エ． 総合公園は、 上座総合公園、 酒々井総合公園の確保を図り 、 佐倉ふる さ と 広場の整備

を図る 。  

オ． 運動公園については、 岩名運動公園の確保を図る 。  

カ． 風致公園は、 宿内公園の確保を図り 、 佐倉里山自然公園の整備を図る 。  

キ． 歴史公園は、 佐倉城址公園、 臼井城址公園、 本佐倉城跡公園の確保を図る 。  

ク ． その他の公園緑地等は、 高崎川、 鹿島川の河川敷緑地を 治水事業と 調整を 図り ながら

整備する と と も に、佐倉第一、第二及び第三工業団地並びに東関東道水戸線に沿っ た  必 

要箇所に緩衝緑地の確保を図る 。  

 

ｂ ． 地域制緑地 

都市環境の維持向上に資する 市街地内及び外縁部の樹林地、 水辺地、 河川等は、 本地区

の貴重な自然資源である と と も に、 特徴的な景観要素と し ての役割も 担っている ため、 今

後と も 現状を保全し ていく よ う 努める 。 そのう ち緑地については、 都市緑地法に基づく 市

民緑地制度の活用や借地等によ り 積極的に保全を 図っていく も のと する 。  
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④ 主要な緑地の確保目標 

おおむね10年以内に整備を 予定する 公園等は、 次のと おり と する 。  

ａ  公園緑地等の施設緑地 

 

（ 注） おおむね10年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むも のと する 。  

 

ｂ  地域制緑地 

 

 

 

 

 

 

種 別 名  称  等 

総合公園 志津地区 「 上座総合公園」     約  9.9ha 

臼井地区 「 佐倉ふる さ と 広場」  約 10.2ha 

運動公園 佐倉地区 「 岩名運動公園」     約 19.6ha 

歴史公園 
佐倉地区 「 佐倉城址公園」     約 28.8ha 

本佐倉地区「 本佐倉城跡公園」    約 11.4ha 

種 別 名  称  等 

特別緑地保全地区 佐倉地区 「 鏑木特別緑地保全地区」  約 1.9ha 
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